	危険物危害予防規程
	分    類
	  業務（規）－（保）05

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日




第  １章    総    則

     (目  的)  
第  １条  この規程は、消防法第１４条の２及び危険物の規制に関する規則第60条の2に
基づき、会社における危険物の製造所、貯蔵所、及び取扱所の火災及び地震・津　
波等の災害を予防するために定める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


第  ２章    管理及び防災組織

    （保安監督者等）
第  ２条  製造所等の保安を確保するために、危険物保安監督者、危険物施設保安員及び
        危険物取扱責任者を定め、法令等で定められた技術上の基準に適合するよう、作
        業者に必要な指示を与えなければならない。

    （保安監督者の代行）
第  ３条  危険物保安監督者の代行者は、危険物保安監督者が旅行、疾病、その他によっ
        てその職務を行うことができない場合にその職務を代行しなければならない。

    （自衛防災組織の編成）
第  ４条  会社における自衛防災隊に関しては、東ソー日向（株）自衛防災隊実施基準に
        定める。


第  ３章    保安監督者等の業務

    （保安監督者の業務）
第  ５条  保安監督者は、製造所等の保安を確保するために、次の業務を行う。
      ①．危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法に定める技術上の基準、及びこ
        の規程の保安に関する規程に適合するように、作業者に必要な指示を与えること。
      ②．火災、地震・津波等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を　
講ずるとともに、直ちに消防機関、その他関係先に連絡すること。　　　　　　
      ③．施設保安員に必要な指示を与えること。
      ④．火災、等の災害の防止に関し、関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
      ⑤．前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務。

    （施設保安員の業務）
第  ６条  施設保安員は、製造所等の構成及び施設に係る保安を確保するために次の業務
        を行う。
      ①．製造所等の構造及び設備を法に定める技術上の基準に適合するように維持する
        ため、定期及び臨時の点検を行うこと。
      ②．前号の点検を行ったときは、点検を行った場所の状況及び保安のために行った
        措置を記録し３年間保存する。
      ③．製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、保安監督者その他関係のあ
        る者に連絡するとともに、状況を判断して適当な措置を講ずること。
      ④．火災及び地震・津波が発生したとき、又は火災及び津波発生の危険性が予想さ
れるときは保安監督者と協力して応急の措置を講ずること。　　　　　　　　
      ⑤．製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保存されるように、
        これを保安管理すること。

    （取扱責任者）
第  ７条  取扱責任者は、危険物の保安を確保するために次の業務を行う。
      ①．危険物の取扱作業に従事するときは、法に定める技術上の基準を遵守するとと
        もに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払うこと。
      ②．危険物の取扱作業の立会いをする場合には、取扱作業に従事する者が法に定め
        る技術上の基準を遵守するよう監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指
        示を与えること。


第  ４章    製造・貯蔵及び取扱の基準

    （製造等の制限）
第  ８条  製造所等では、消防法の規程により届出た数量以上又は品名以外の危険物を製
        造し、貯蔵し、取扱ってはならない。

    （火気の使用禁止）
第  ９条  製造所等において、火気取締規程により許可した場合以外は、火気を使用して
        はならない。

    （出入の制限）
第１０条  製造所等には、係員以外みだりに出入しないこと。

    （整理・整頓）
第１１条  製造所等においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに不必要な
        物及び可燃物を放置しないこと。

    （廃  棄）
第１２条  危険物の屑、かす等は１日１回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃
        棄、その他適当な処置をすること。

    （危険物の焼却）
第１３条  第４類の危険物を焼却する場合は、所定の場所でかつ燃焼又は爆発によって他
        に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、監視人をつけること。

    （危険物の投棄）
第１４条  危険物は、海中又は水中に流出又は投棄しないこと。
        但し、中和等の処置により、水質関係公害防止管理者が排水規制基準に対し問題
        とならないと認め、許可した場合はこの限りでない。

    （適正な温度の保持）
第１５条  危険物は、当該危険物の性質に応じた適正な温度に保ち、過熱は避けること。

    （洩れ等の防止）
第１６条  危険物を貯蔵し、又は取扱う場合は当該危険物が漏れ、あふれ又は飛散しない
        ように努めること。

    （異物混入等の防止）
第１７条  危険物を貯蔵し、又は取扱う場合は異物の混入等により危険物の危険性が増大
        しないような措置を講ずること。

    （修理時の措置）
第１８条  危険物が残存し又は残存しているおそれがある設備、機械、器具、容器等を修
        理する場合は、安全な場所において危険物を完全に除去したのち行うこと。

    （容器収納時の措置）
第１９条  危険物を容器に収納して貯蔵し又は取扱う場合は、その容器は鉄製又はプラス
        チック製容器とし、適度の強度を有しかつ破損、腐食、裂け目等がないものであ
        ること。
      ②．危険物を収納した容器を貯蔵し又は取扱う場合は、みだりに転倒させ、落下さ
        せ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴な行為をしないこと。

    （蒸気の発生及び可燃物との接触防止）
第２０条  第２類の危険物は、酸化物との接触若しくは混合、炎、火花もしくは高温体と
        の接触又は過熱を避けるとともに、水又は酸との接触を避けること。

      ②．第４類の危険物は、炎、火炎又は高温体との接触を避けるとともに、みだりに
        蒸気を発生させないこと。
      ③その他、危険物の性質に応じ、災害の発生を防止するための充分な措置を講ず
        ること。

    （屋外タンクの閉鎖部の閉鎖基準）
第２１条  計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。
      ②．元弁（危険物を移送するための配管に設けられた弁のうち、タンクの間近にあ
        る物）は、危険物の使用現場の都合で２時間以上危険物を移送する必要がない場
        合は、閉鎖しておくこと。
      ③．防油堤の水抜口は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、又は滞
        水した場合は遅滞なくこれを排出すること。


第  ５章    非常時の措置

　　（地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合の措置）　　　　　　　　　
第２２条　地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合の施設及び設備に対　　
する点検、応急処置を以下に示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（１）従業員等への連絡方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　①地震・津波に関する情報収集は防災無線ラジオ、防災行政無線、テレビ等　　
で行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②従業員等への連絡は一斉放送装置（守衛室）、ページング装置（製造エリア） 
、電話等で行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）従業員等の安全確保及び対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①収集した情報に基づき、必要に応じて施設の緊急停止、擁護等の処置を行　　
ってから避難を開始する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②大津波警報のときの避難先は源氏山公園とし、緊急ゲート、正門から徒歩　　
で向かう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③避難後は「東ソー日向・緊急体制」規程に沿って行動する。　　　　　　　　
（３）施設の緊急停止の方法、手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
収集した情報に応じた対応を津波避難訓練で実施した要領で実施する。　　　
（４）施設の緊急停止等の実施体制（停止の判断、権限）　　　　　　　　　　　　
通常勤務、夜間休祭日に限らずその現場に居合わせた所管最上長とする。　　
詳細については「東ソー日向・緊急体制」を準用のこと。　　　　　　　　　
（５）従業員への教育訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
津波避難訓練を年間教育訓練計画に盛込み、実施する。　　　　　　　　　　 
（６）協力会社従業員及び入構者に対する周知　　　　　　　　　　　　　　　　　
①協力会社従業員に対しては災害防止連絡協議会及び津波避難訓練等を通　　 
じ情報を共有する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　　　②入構者に対しては入構者教育で情報を提供する。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
（災害発生時の措置）
第２３条  製造所等に火災等の災害が発生した場合には、第４条に基づく自衛防災隊を出
        動させてその措置にあたる。

    （流出事故時の措置）
第２４条  万一危険物の漏れ等の流出事故が発生した場合には、別に定める「重油タンク
        よりの流出事故の処置基準」に基づき措置を講ずる。　　　　　　　　　　　　　　


第  ６章    保安教育

    （保安教育）
第２５条  保安教育は、保安教育訓練実施基準に基づき危険物の保安に係る作業に従事す
        る者に対し、業務上必要な事項につき毎年作成する年間教育訓練計画に従い実施
        する。
      ①．危険物の保安管理組織に関すること。
      ②．関係法令及び規程に関すること。
      ③．危険物の性質及び取扱いの基準に関すること。
      ④．製造所等の位置、構造及び設備に関すること。
      ⑤．製造所等の計測、制御及び安全装置等の機能に関すること。
      ⑥．その他危険物の保安上必要なこと。


第  ７章    書類の整備等

    （書類の整備）
第２６条  製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備及び保管は品質
        管理室が行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    （組織表等の備付）
第２７条  自衛防災隊の組織図、緊急時の連絡及び処置、危険物等に関する施設の配置図
        及び防災用具等の常設場所図は、保安室に備え付ける。
第  ８章    罰  則

    （懲  戒）
第２８条  この規程を遵守せず、また下命事項について怠り、災害、その他の事故を発生
       させたときは、就業規則に基づき懲戒を行うことができる。


第  ９章    雑  則

第２９条  この規程の管理は、品質管理室長が行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

付  則

      ①．この規程は1995年10月 1日より施行する。
　　　②．2012年11月30日　地震・津波対応の追加に伴う改訂。　　　Rev.1
　　　③．2022年9月5日　　見直し（変更なし）。　　　　　　　　　 Rev.2

